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現     行 改  正  案 

Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目 

Ⅱ－２ 業務の適切性等 

Ⅱ－２－７ 苦情等への対処（金融ＡＤＲ制度への対応も含む） 

Ⅱ－２－７－２ 金融ＡＤＲ制度への対応 

Ⅱ－２－７－２－１ 指定紛争解決機関（指定ＡＤＲ機関）が存在する場合 

  （略） 

（１）主な着眼点 

  ① （略） 

  ② 公表・周知・資金需要者等への対応 

・ 手続実施基本契約を締結した相手方である指定ＡＤＲ機関の商号

又は名称、及び連絡先を適切に公表しているか。 

公表の方法について、例えば、ホームページへの掲載、ポスター

の店頭掲示、パンフレットの作成・配布又はマスメディアを通じて

の広報活動等、業務の規模・特性に応じた措置をとることが必要で

ある。仮に、ホームページに掲載したとしても、これを閲覧できな

い資金需要者等も想定される場合には、そのような資金需要者等に

も配慮する必要がある。 

公表する際は、資金需要者等にとって分かりやすいように表示し

ているか（例えば、ホームページで公表する場合において、資金需

要者等が容易に金融ＡＤＲ制度の利用に関するページにアクセスで
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きるような表示が望ましい。）。 

・ 手続実施基本契約も踏まえつつ、資金需要者等に対し、指定ＡＤ

Ｒ機関による標準的な手続のフローや指定ＡＤＲ機関の利用の効果

（時効中断効等）等必要な情報の周知を行う態勢を整備している

か。 

（２）苦情処理措置（貸金業者自身で態勢整備を行う場合）についての留意

事項 

  （略） 

貸金業者登録審査事務チェックリスト（貸金業を的確に遂行するための必要

な体制） 

（略） 

適否 審 査 内 容 

（略） （略） 

金融ＡＤＲ制度への対応に関する社内規則（監督指針Ⅱー２－７－２）

 （指定紛争解決機関（指定ＡＤＲ機関）が存在する場合） 

（略） （略） 

□ 手続実施基本契約も踏まえつつ、資金需要者等に対し、指定ＡＤＲ機関によ

る標準的な手続のフローや指定ＡＤＲ機関の利用の効果（時効中断効等）等

必要な情報の周知を行う態勢を整備しているか。 
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